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行政相談は、行政に関する苦情や意

見・要望などを受け、その解決や実現

を図るもので、行政相談員が皆さんの

相談相手になってい

ます。相談は無料で秘

密は守られます。

行政相談は市役所

で定例的（原則として

毎月20日）に行っています。

○年金、医療保険、老人保健、福祉

○雇用保険○登記事務○生活衛生

○消費者保護など

各種委員会合同相談所の開設

定例相談とは別に臨時的に開設す

る相談所を次のとおり開設します。

開設日程10月20日（月）

開設時間　午後1時～4時

開設場所　市役所3階　大会議室

間合先　市民生活課　市民生活担当
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8月未に、県道戸沢谷村線中野橋南

に押しボタン式信号機が設置されま

した。

信号機の設置により、谷村第二小学

校の児童をはじめ歩行者の道路横断の

安全が図れるようになりました。

日　時10月8日（水）、9日（木）

午前10時～午後3時

場　所　河口湖ショッピングセンター

BELLl階　セントラルコー

ト時計台広場

内　容　健康相談、育児相談、乳幼児

の身長、体重測定

※30分無料託児もあります。

参加費　無料

申込先　子育てふあんはうす　ふわっと

℡0555（23）3236　渡辺

消防団では（財）自治総合センターの助成を受け、ふるさと消防団活性

化事業の一環として、消防団の活動を支援す

る備品を購入しました。

○ビデオプロジェクター

○ビデオプロジェクター用アンプスピーカー

宝くじは
豊かさ築く
チカラ持ち。

○ビデオレコーダー○ビデオカメラ○デジタルカメラ○煙体験ハウス

○発煙機○防災映画

これらは8月31日（日）の市総合地震防災訓練より使用を開始しました。
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ビデオプロジェクターなど

法務局では、登記、戸籍、供託、訟務、人権擁護及び成年後見登記に

関する事務などで、疑問に思っていること、不明な点がありましたら、相

談所をご利用ください。

日　時10月26日（日）午前9時～午後3時30分

場　所　甲府地方法務局4階会議室（甲府市北口1丁目2番19号）

相談内容　○相続・売買・抵当権抹消などの不動産登記、会社などの登

記の手続きに関すること

○お年寄りの財産などを守る成年後見制度に関すること

○成年後見登記手続きや証明書に関すること

○婚姻、離婚、養子縁組、親権などの戸籍に関すること

○帰化など国籍に関すること

○地代、家賃の支払いなどの供託に関すること

○子どもに対する「虐待」・「いじめ」、女性に対する「セクハラ」・

「DV」、高齢者に対する「虐待」などの人権問題に関すること

○遺言など公正証書作成に関すること

○その他法務局の掌握事務に関すること

間合先　甲府地方法務局　℡055（252）7151

親子で楽しくリズムあそびや季節を取り入れた遊び、手遊びや絵本の

読み聞かせなどを行っています。ミニ運動会やバスに乗って公園へ出か

けるなど、楽しいイベントも盛りたくさんです。お気軽にご参加ください。

内　容

○月曜日　　　　午前10時30分～正午　自由開放日

○火曜・金曜日　午前10時30分一正午　わくわくどきどきクラス

○水曜日　　　　午前10時30分～正午　赤ちゃんクラス

○木曜日　　　　午前9時30分～午後1時　プレ幼稚園（11月から始めます）

参加費　無料（プレ幼稚園は除きます）

間合先　ひまわり幼稚園　℡（43）4194　酒井
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